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○上越教育大学学生規則

（平成16年４月１日規則第23号）

最終改正 令和３年２月３日規則第１号

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は，上越教育大学学則（平成16年学則第１号。以下「学則」という。）

の実施に関し必要な事項及び上越教育大学（以下「本学」という。）における円滑な教

育と研究の機能を維持するため学生が守るべき必要な事項について定める。

第２章 入学手続等

（入学手続書類）

第２条 入学の許可を受けようとする者は，別に定める期日までに，次の各号に掲げる書

類を学長に提出しなければならない。

(1) 誓約書（別記第１号様式）

(2) 学生記録票（別記第２号様式）

(3) その他本学が指定する書類

（学生記録票記載事項の変更）

第３条 学生記録票の記載事項に変更又は追加すべき事由が生じたときは，当該学生は，

直ちに別記第３号様式の学生記録票変更届を学長に提出しなければならない。

第３章 学生証

（学生証の携帯等）

第４条 学生は，本学が交付する別記第４号様式の学生証を常に携帯するとともに，職員

等の請求に応じ，これを提示しなければならない。

２ 職員等は，学生証の提示に応じない者に対しては，構内，教室，研究室，附属図書館

その他本学の施設に立ち入ることを禁止し，又は退去を命ずることができる。

（貸与等の禁止）

第５条 学生は，学生証を他人に貸与し，又は譲渡してはならない。

（紛失等）

第６条 学生は，学生証を紛失し，又は汚損したときは，直ちにその旨を届け出るととも

に，別記第５号様式の学生証再交付願を学長に提出し，学生証の再交付を受けなければ

ならない。

２ 前項の規定により学生証の再交付を受ける学生は，学生証再発行手数料（以下「手数

料」という。）を納入するものとし，手数料の額及び納入方法等は，別に定める。

（返還）

第７条 卒業，退学等により学生の身分を失った者は，直ちに学生証を学長に返還しなけ

ればならない。

第４章 欠席

（欠席）

第８条 学生は，疾病その他の理由により欠席しようとするときは，別記第６号様式の欠
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席届を学長に提出しなければならない。

２ やむを得ない事情により事前に欠席届を提出することができないときは，事後速やか

に提出しなければならない。

３ 欠席が７日以上にわたる場合は，医師の診断書又は本学が指示する書類を添付して提

出しなければならない。

第５章 休学，復学，転学，留学，退学等

（休学，復学，転学，留学及び退学）

第９条 学生は，休学，復学，転学，留学及び退学しようとするときは，別記第７号様式

から第11号様式までの休学願，復学願，転学願，留学願又は退学願を学長に提出し，そ

の許可を受けなければならない。

（休学及び留学期間の延長）

第１０条 休学中の学生が休学期間の延長の許可を受けようとするときは，別記第12号様

式の休学期間延長願を学長に提出し，その許可を受けなければならない。

２ 前項の規定は，留学中の学生が留学期間の延長の許可を受けようとする場合について

準用する。

（死亡及び行方不明の届出）

第１１条 学長は，学生が死亡し，又は行方不明になったときは，速やかに父母等又は保

証人に対し別記第13号様式の死亡・行方不明届の提出を求めるものとする。

第６章 服装，健康診断

（服装）

第１２条 学生は，本学学生としての品位を汚すことがないよう常に服装に留意しなけれ

ばならない。

（健康診断）

第１３条 学生は，本学が毎年定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければならない。

２ 学生は，健康診断の結果に基づいて本学が行う指示に従わなければならない。

第７章 学生団体

（設立）

第１４条 学生が，学内において本学の学生を構成員とする団体（以下「学生団体」とい

う。）を設立しようとするときは，学内専任の教授，准教授又は講師のうちから顧問教

員を定め，別記第14号様式の学生団体設立許可願を学長に提出し，その許可を受けなけ

ればならない。

２ 学長は，学生団体の設立を許可するに当たっては，あらかじめ学生委員会の意見を聴

くものとする。

（許可の期間及び継続）

第１５条 前条第１項に規定する許可の期間は，当該学生団体が許可を受けた日の属する

学年の末日までとする。

２ 学生団体が，許可の期間の経過後も引き続き当該学生団体を継続しようとするときは，

毎年所定の期日までに，別記第15号様式の学生団体継続許可願を学長に提出し，その許

可を受けなければならない。

（活動報告等）
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第１６条 学生団体は，毎年４月末日までに，当該学生団体の活動報告書を学長に提出し

なければならない。

２ 学生団体は，毎年５月末日までに，当該学生団体の構成員の名簿を学長に提出しなけ

ればならない。

３ 前２項に規定する活動報告書及び構成員の名簿を所定の期日までに提出しない学生団

体は，解散したものとみなす。

（目的等の変更及び解散）

第１７条 学生団体が，当該学生団体の目的その他学生団体設立許可願又は学生団体継続

許可願の記載事項を変更しようとするときは，別記第16号様式の学生団体目的等変更願

を学長に提出し，その許可を受けなければならない。

２ 学生団体が解散しようとするときは，別記第17号様式の学生団体解散届を学長に提出

しなければならない。

（学生団体への加入等）

第１８条 学生団体が，学外の団体に加入し，又は学外の団体の行事に参加し，若しくは

学外の団体と行事を共催しようとするときは，顧問教員の承諾を得て，別記第18号様式

の学外団体加入等願を学長に提出し，その許可を受けなければならない。

（活動の制限）

第１９条 学生団体は，学内において特定の政党を支持し，若しくはこれに反対するため

の政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。

（活動停止命令等）

第２０条 学長は，学生団体が次の各号の一に該当すると認めるときは，当該学生団体の

活動を停止し，又は解散を命ずることができる。

(1) 学則その他の学内規則等に違反し，又は教育研究を妨げる活動を行ったとき。

(2) 学生団体としての活動中に事故が発生するなど，学生団体の運営が著しく不適当で

あると認められるとき。

(3) 学生団体の構成員が不祥事に関係し，それが当該学生団体の活動と密接な関連があ

ったとき。

第８章 集会

（集会の開催）

第２１条 学生又は学生団体が，学内において集会（行列行進及び集団示唆運動を含む。

以下同じ。）を開催しようとするときは，責任者を定め，次の各号に掲げる期日までに，

別記第19号様式の集会開催願を学長に提出し，その許可を受けなければならない。ただ

し，第35条の規定に基づき使用の許可を受けた施設で，その使用目的の範囲内で集会し

ようとする場合は，この限りでない。

(1) 本学の学生のみが参加する集会については，開催日の５日前（日曜日，土曜日，国

民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌

年１月３日までの間は，算入しない。次号において同じ。）

(2) 学外者が参加する集会については，開催日の10日前

（遵守事項）

第２２条 学生又は学生団体は，学内において集会を開催するに当たっては，職員等の指



- 4 -

示に従うとともに，本学の教育研究に支障を生じさせ，又は施設，設備若しくは環境を

損なうことがないようにしなければならない。

２ 第19条の規定は，学生又は学生団体が集会を開催する場合について準用する。

（開催禁止命令等）

第２３条 学長は，集会が次の各号の一に該当すると認めるときは，当該集会の開催を禁

止し，又は解散を命ずることができる。

(1) 前条の規定又は学則その他の学内規則等に違反したとき。

(2) 集会開催願に記載された内容と相違するとき。

（報告）

第２４条 集会の責任者は，集会の状況等について学長から報告を求められたときは，直

ちに報告しなければならない。

第９章 文書等の掲示

（掲示）

第２５条 学生又は学生団体が，学内において文書，図面，ポスター，写真等（以下「文

書等」という。）を掲示しようとするときは，当該文書等を添えて，別記第20号様式の

文書等掲示届を学長に提出し，受理印を受けなければならない。

（責任者の明記）

第２６条 掲示する文書等には，掲示しようとする者が学生であるときはその者の学籍番

号及び氏名を，学生団体であるときはその学生団体の名称及び責任者の氏名を明記しな

ければならない。

（掲示禁止事項）

第２７条 学生又は学生団体は，次の各号の一に該当する文書等を掲示してはならない。

(1) 第19条の規定に違反するもの

(2) 特定の個人若しくは団体等を誹謗し，又は名誉を傷つけるもの

(3) 虚偽の事項を記載したもの

(4) 品位を欠くと認められるもの

（掲示の条件）

第２８条 文書等の掲示期間は，１週間以内とする。ただし，特に期間を指定して許可し

たときは，その期間とする。

２ 文書等の掲示場所は，大学会館学生用掲示板とする。ただし，特に場所を指定して許

可したときは，その場所とする。

３ 文書等の大きさは，80㎝×110㎝以下とする。ただし，特に大きさを指定して許可し

たときは，その大きさとする。

４ 掲示期間を経過した文書等は，掲示責任者が直ちに撤去しなければならない。

（撤去命令）

第２９条 学長は，文書等が次の各号の一に該当すると認めるときは，掲示責任者に当該

文書等の撤去を命ずることができる。

(1) 文書等掲示届若しくは文書等掲示許可願を提出せず，又は文書等掲示届若しくは文

書等掲示許可願に記載された内容と相違するとき。

(2) 第27条各号に掲げる掲示禁止事項に該当するとき。
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(3) 前条に規定する掲示の条件に違反して掲示したとき。

（撤去）

第３０条 学長は，次の各号の一に該当すると認めるときは，職員等に命じて当該文書等

を撤去させることができる。

(1) 前条の規定により文書等の撤去を命ぜられた者が直ちに撤去しないとき。

(2) 前条の規定により文書等の撤去を命じる場合において，掲示責任者が所在不明のと

き。

(3) 緊急の撤去を要するとき。

第１０章 配布行為等及び拡声器等の使用

（配布行為等）

第３１条 学生又は学生団体が，学内において文書，印刷物，その他の物品等の配布若し

くは販売，署名活動又は募金（以下「配布行為等」という。）をしようとするときは，

責任者を定め，別記第21号様式の配布行為等許可願を学長に提出し，その許可を受けな

ければならない。

（配布行為等の中止命令）

第３２条 学長は，配布行為等が次の各号の一に該当すると認めるときは，当該配布行為

等の中止を命ずることができる。

(1) 配布行為等許可願を提出せず，又は配布行為等許可願に記載された内容と相違する

とき。

(2) 第27条各号に掲げる事項に該当するとき。

(3) 他人に強要し，若しくは迷惑を及ぼし，又は他人を欺く行為があったとき。

（配布行為等の報告）

第３３条 配布行為等の責任者は，配布行為等の状況について学長から報告を求められた

ときは，直ちに報告しなければならない。

（拡声器等の使用）

第３４条 学生又は学生団体が，学内において拡声器その他の音響機器（以下「拡声器等」

という。）を使用しようとするときは，責任者を定め，別記第22号様式の拡声器等使用

願を学長に提出し，その許可を受けなければならない。

（拡声器等使用の遵守事項）

第３５条 学生又は学生団体は，拡声器等を使用するに当たっては，本学の教育研究に支

障を生じさせ，又は付近の環境を損なうことがないようにしなければならない。

（拡声器等使用の中止命令）

第３６条 学長は，拡声器等の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは，その中止

を命ずることができる。

(1) 拡声器等使用願を提出せず，又は拡声器等使用願に記載された内容と相違するとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 第27条第１号，第２号及び第４号に掲げる事項に該当するとき。

第１１章 施設，設備の使用

（施設等の使用）

第３７条 学生又は学生団体が，本学の施設，設備又は備品（以下「施設等」という。）
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を使用しようとするときは，別に定める施設等を除き，別記第23号様式の施設等使用願

を学長に提出し，その許可を受けなければならない。

（遵守事項）

第３８条 学生又は学生団体は，施設等を使用するに当たっては，当該施設等の使用に関

する学内規則等を遵守するとともに，職員等の指示に従わなければならない。

（使用中止命令等）

第３９条 学長は，施設等の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは，施設等の使

用を制限し，又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 施設等使用願を提出せず，又は施設等使用願に記載された内容と相違するとき。

(2) 教育研究のため使用する必要が生じたとき。

(3) 教育研究に支障を生じ，又はそのおそれがあるとき。

(4) 施設等の維持管理に支障を生じ，又はそのおそれがあるとき。

（損害賠償）

第４０条 学生又は学生団体が，故意又は過失により施設等を汚損し，損傷し，又は紛失

したときは，その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。

第１２章 雑則

（準用）

第４１条 第11条，第12条及び第21条から第40条までの規定は，科目等履修生，特別聴講

学生，特別研究学生及び研究生について準用する。

（細則）

第４２条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，学長が別

に定める。

附 則

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。

２ この規則の施行日の前に交付した学生証については，この規則第４条に規定する別記

第４号様式にかかわらず，なおその効力を有する。

附 則（平成19年規則第10号（平成19年３月22日））

１ この規則は，平成19年４月１日から施行する。

２ 平成18年度以前に入学した学生については，この規則による改正後の上越教育大学学

生規則別記第２号様式及び別記第３号様式の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（平成20年規則第９号（平成20年３月21日））

この規則は，平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成22年規則第６号（平成22年２月１日））

この規則は，平成22年２月１日から施行する。

附 則（平成22年規則第７号（平成22年２月３日））

この規則は，平成22年４月１日から施行する。ただし，この規則による改正後の上越教

育大学学生規則別記第４号様式の規定は，平成22年３月10日から施行する。

附 則（平成31年規則第１号（平成31年２月６日））

この規則は，平成31年４月１日から施行する。

附 則（令和３年規則第１号（令和３年２月３日））
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この規則は，令和３年４月１日から施行する。
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別記第１号様式（第２条関係）

誓 約 書

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

第 年次入学

氏 名

このたび貴大学に入学を許可された上は，貴大学学生として学業に励み，品性を正し，

貴大学学則及び諸規則を守ることを誓います。

（注）氏名の記入は，署名（本人自署）とする。
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別記第２号様式（第２条関係）

)

学 生 記 録 票
上越教育大学

年入学
所 大学院 ・ 学 部
属

フリガナ 本人の写真貼付
性

氏 男・女 上半身正面・無帽で

名 別 入学手続前３か月以
内に撮影したもの
（縦40mm×横30mm）生年月日 年 月 日

本
籍

都 道 府 県

携帯 － － 携帯 ＠
電話

ﾒ ｰ ﾙ

自宅 － －
ｱﾄﾞﾚｽ

ﾊﾟｿｺﾝ ＠

（

年 月 立 卒 業
学 高
等

年 月 立学

歴 校
年 月 立等

以
上

年 月 立

）

年 月～ 年 月

職
年 月～ 年 月

年 月～ 年 月歴

年 月～ 年 月

在職学校名(現職教員のみ)又は在職会社等

父 連
氏

母 絡 続
等 先 名 柄
又
は 〒 － TEL（ ） －
保 住

証 所
人

続柄 氏 名 生 年 月 日 職業又は在学校名 備 考

・ ・

家 ・ ・

・ ・

・ ・族

・ ・

・ ・

・ ・

健
保険名称 番 号

康
保 記 号 加入者氏名
険

【注】１ 父母等又は保証人とは，緊急時に連絡するべき者とする。
２ ４月１日現在(見込み)で記入すること。
３ 入学後に変更が生じた場合には，学生支援課まで届け出ること。
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別記第３号様式（第３条関係）

学 生 記 録 票 変 更 届

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記のとおり変更しましたので，お届けします。

記

変 更 年 月 日 年 月 日

ふりがな
新 旧

変 □氏 名

□本 籍 新

（都道府県） 旧

更 氏 続

□父 母 等 新 名 柄

連 絡 先 住 〒 － TEL（ ） －

事 所

氏 続

□保 証 人 旧 名 柄

項 連 絡 先 住 〒 － TEL（ ） －

所

□その他

（注）該当する□にレ印を記入すること。
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別記第４号様式（第４条関係）

（表）

校章 上 越 教 育 大 学 学 生 証
省略

（所属）

氏 名

学籍番号

生年月日 年 月 日

有効期限 年 月末

標記の者は本学の学生であるこ

とを証明する。 上越教育大学長 印

（裏）

注 意 事 項

１．本証は，他人に貸与し，又は譲渡してはならない。

２．本証を紛失し，又は汚損したときは，直ちに届け出て再交付を

受けなければならない。

３．本証は，「折り曲げ」「磁気を帯びた物への接触」などにより，

使えなくなることがあるので，慎重に取り扱うこと。

新潟県上越市山屋敷町１番地

〒943-8512 ℡025-522-2411（代表）
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別記第５号様式（第６条関係）

学 生 証 再 交 付 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

生年月日 年 月 日生

下記の理由により，学生証の再交付をお願いします。

記

理 由

発生年月日 年 月 日

再交付年月日 ※ 個人コード ※ 処理番号 ※

（注）１ 再交付を受けたのち，学生証が見つかったときは直ちに返納すること。

２ ※欄は記入しないこと。
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別記第６号様式（第８条関係）

欠 席 届

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により欠席
し ま す

ので，お届けします。
しました

記

欠席期間 年 月 日～ 年 月 日

理 由

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ ７日以上にわたる場合は，医師の診断書又は本学が指示する書類を添付

すること。

２ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

３ クラス担当教員等氏名の記入は，署名（本人自署）又は記名押印のいず

れかとする。
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別記第７号様式（第９条関係）

休 学 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により休学したいので，許可くださるようお願いします。

記

休学期間 年 月 日～ 年 月 日

理 由

父母又は 氏名 続柄

保 証 人 住所 電話（ ）

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ 疾病の場合は，医師の診断書を添付すること。

２ 父母等又は保証人欄の記入は，都道府県教育委員会から派遣されている

現職教員である大学院学生にあっては，所属学校長が行うものとする。

３ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

４ 学生，父母等又は保証人及びクラス担当教員等氏名の記入は，署名（本

人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第８号様式（第９条関係）

復 学 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記の理由消滅により 年 月 日付けで復学したいので，許可くださ

るようお願いします。

記

休 学 期 間 年 月 日～ 年 月 日

休 学 理 由

復学後の住所 電話（ ）

父 母 又 は 氏名 続柄

保 証 人 住所 電話（ ）

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ 疾病の場合は，医師の診断書を添付すること。

２ 父母等又は保証人欄の記入は，都道府県教育委員会から派遣されている

現職教員である大学院学生にあっては，所属学校長が行うものとする。

３ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

４ 学生，父母等又は保証人及びクラス担当教員等氏名の記入は，署名（本

人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第９号様式（第９条関係）

転 学 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により 年 月 日付けで転学したいので，許可くださるようお願

いします。

記

理 由

転 学 先 大学 学部 学科第 学年

父母又は 氏名 続柄

保 証 人 住所 電話（ ）

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ 父母等又は保証人欄の記入は，都道府県教育委員会から派遣されている

現職教員である大学院学生にあっては，所属学校長が行うものとする。

２ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

３ 学生，父母等又は保証人及びクラス担当教員等氏名の記入は，署名（本

人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第１０号様式（第９条関係）

留 学 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により留学したいので，許可くださるようお願いします。

記

留 学 期 間 年 月 日～ 年 月 日

留 学 目 的

留
大学・学部・

学
学科

先
身 分

所 在 地

留 学 時 の 連 絡 先

父母等又は保証人
氏名 続柄

住所 電話（ ）

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ 受入大学の承諾書及び留学の募集要項等（訳文付）を添付すること。

２ 父母等又は保証人欄の記入は，都道府県教育委員会から派遣されている

現職教員である大学院学生にあっては，所属学校長が行うものとする。

３ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

４ 学生，父母等又は保証人及びクラス担当教員等氏名の記入は，署名（本

人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第１１号様式（第９条関係）

退 学 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記の理由により 年 月 日付けで退学したいので，許可くださるよ

うお願いします。

記

理 由

退学後の連絡先

父母等又は保証人
氏名 続柄

住所 電話（ ）

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ 父母等又は保証人欄の記入は，都道府県教育委員会から派遣されている

現職教員である大学院学生にあっては，所属学校長が行うものとする。

２ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

３ 学生，父母等又は保証人及びクラス担当教員等氏名の記入は，署名（本

人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第１２号様式（第10条関係）

休 学 期 間 延 長 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により休学期間を延長したいので，許可くださるようお願いします。

記

休 学 延 長 期 間 年 月 日～ 年 月 日

理 由

すでに休学を許
年 月 日～ 年 月 日

可された期間

休学時の連絡先

父母等又は保証人
氏名 続柄

住所 電話（ ）

クラス担
氏名

当教員等

（注）１ 疾病の場合は，医師の診断書を添付すること。

２ 父母等又は保証人欄の記入は，都道府県教育委員会から派遣されている

現職教員である大学院学生にあっては，所属学校長が行うものとする。

３ クラス担当教員等欄の記入は，大学院学生にあっては，専門セミナー担

当教員又はアドバイザーが行うものとする。

４ 学生，父母等又は保証人及びクラス担当教員等氏名の記入は，署名（本

人自署）又は記名押印のいずれかとする。
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別記第１３号様式（第11条関係）

死 亡 ・ 行 方 不 明 届

年 月 日

上越教育大学長 殿

父母等又は保証人氏名

住 所

下記のとおりお届けします。

記

事実発生年月日 年 月 日

当 該 事 項 死亡 行方不明

所属 第 学年

当 該 学 生 名

氏名

（注）１ 死亡の場合は死亡診断書，行方不明の場合は警察署長等の行方不明を立

証できる書類を添付すること。

２ 父母等又は保証人氏名の記入は，署名（本人自署）又は記名押印のいず

れかとする。
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別記第１４号様式（第14条関係）

学 生 団 体 設 立 許 可 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により学生団体を設立したいので，許可くださるようお願いします。

記

団 体 の 名 称

団 体 の 目 的

活 動 の 概 要

副責任者（２人 （所属） （学年） （氏名）

以上）

団 体 所 在 地

部・会費徴収の 有 （年額 円）

有無 無

顧 問 教 員 氏名

（注）１ 規約，構成員名簿，活動計画書を添付すること。

２ 顧問教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第１５号様式（第15条関係）

学 生 団 体 継 続 許 可 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により学生団体として継続したいので，許可くださるようお願いします。

記

団 体 の 名 称

団 体 の 目 的

活 動 の 概 要

設立許可年月日 年 月 日

副 責 任 者 （所属） （学年） （氏名）

（２人以上）

構 成 員 数

顧 問 教 員 氏名

（注）顧問教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第１６号様式（第17条関係）

学 生 団 体 目 的 等 変 更 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記のとおり変更したいので，許可くださるようお願いします。

記

変更事項

変更事由

顧問教員 氏名

（注）１ 規約，構成員名簿，活動計画書を添付すること。

２ 顧問教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第１７号様式（第17条関係）

学 生 団 体 解 散 届

年 月 日

上越教育大学長 殿

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記のとおり学生団体を解散しましたので，お届けします。

記

団体の名称

解散年月日 年 月 日

解 散 理 由

顧 問 教 員 氏名

（注）１ 活動状況報告書を添付すること。

２ 顧問教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第１８号様式（第18条関係）

学 外 団 体 加 入 等 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

に 加 入

下記のとおり学外団体 の行事に参加 したいので，許可くださるようお願いします。

と行事を共催

記

学外団体の名称

学外団体の所在地 電話（ ）

目 的

会 費 円

日 時

人 数

顧 問 教 員 氏 名

（注）１ 加入しようとする学外団体の規約，役員名簿及び活動状況を示す書類を添

付すること。

２ 計画書，パンフレット等を添付すること。

３ 顧問教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第１９号様式（第21条関係）

集 会 開 催 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により集会（催）を開催したいので，許可くださるようお願いします。

記

集 会 の 名 称

集 会 の 目 的

集会者 の範囲

責 任 者
（所属） （学年） （氏名）

集 会 場 所

集 会 日 時
月 日（ 曜日） 時から 時まで

月 日（ 曜日） 時から 時まで

学外参加者の有 有 範囲

無及び範囲 無

その他必要な事

項

顧問教員又は指
氏 名

導教員

（注）１ 願い出の時期は，開催予定日の５日前（休日は，期間に算入しない。）ま

でとする。ただし，学外者を含む場合は,10日前までとする。

２ 集会で，本学の施設を使用するときは，施設等使用願を併せて提出するこ

と。

３ 顧問教員又は指導教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第２０号様式（第25条関係）

文 書 等 掲 示 届

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により文書等を掲示したいので，お届けします。

記

掲 示 期 間 年 月 日～ 年 月 日

内 容

掲 示 場 所 大学会館学生用掲示板

掲 示 枚 数 枚

掲 示 の 条 件 掲示期間終了後は，掲示責任者が直ちに撤去します。

顧問教員又は指
氏 名

導教員

（注）顧問教員又は指導教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第２１号様式（第31条関係）

配 布 行 為 等 許 可 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により配布行為等をしたいので，許可くださるようお願いします。

記

配布行為等期間 年 月 日 時～ 年 月 日 時

内 容

責 任 者
（所属） （学年） （氏名）

配布行為等場所

配布行為等枚数 枚

配布行為等実施

者数

顧問教員又は指
氏 名

導教員

（注）顧問教員又は指導教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第２２号様式（第34条関係）

拡 声 器 等 使 用 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記により拡声器等を使用したいので，許可くださるようお願いします。

記

日 時

内 容

責 任 者
（所属） （学年） （氏名）

使 用 場 所

備 考

顧問教員又は指
氏 名

導教員

（注）顧問教員又は指導教員の同意を得た上で，提出すること。
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別記第２３号様式（第37条関係）

施 設 等 使 用 願

年 月 日

上越教育大学長 殿

団 体 名

代表責任者

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

下記のとおり大学の施設等を使用したいので，許可くださるようお願いします。

記

使 用 施 設 等

使 用 期 間

（年月日(曜)・

時間）

使 用 人 員

使 用 目 的

使 用 責 任 者

顧問教員又は指
氏 名

導教員

（注）顧問教員又は指導教員の同意を得た上で，提出すること。


